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会議次第 

 

１．議事 

 (1) 平成２８年度使用上三川町立小･中学校教科用図書の採択につい  

て 

２．報告連絡事項 

 (1)  

 (2)  

 

配布・提示資料 

１．議事（１）に関する資料             資料１～７ 

２．   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議  事  の  経  過 

発 言 者 議題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 
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ただいまから，教育委員会を開会いたします。 

本日の審議案件であります，「平成２８年度使用上三川町立小・中学校教科用

図書の採択について」は，意思形成過程であること，かつ，公正な審議を確保す

る必要があることから，審議及び採択に関わることは非公開としてよろしいでし

ょうか。 

（全員賛成） 

また，「教科書採択審議の会議録」につきましては，会議録を作成し，今年度

から遅滞なくホームページで公表する取扱いとしております。 

本日は，会議録を作成し，次回の教育委員会で署名した後，公表することとし

てよろしいでしょうか。 

（全員賛成） 

それでは「平成２８年度使用上三川町立小・中学校教科用図書の採択について」

の審議に入ります。 

資料１ をご覧ください。 

平成２８年度使用教科用図書の採択事務について説明いたします。 

本日は，平成２８年度採択予定の小・中学校の教科用図書及び小・中学校 

の特別支援学級の追加用教科用図書を審議いただくわけですが，教科書採 

択については，河内採択地区として宇都宮市と上三川町で調査員会や採択協 

議会を組織し，これまで調査・協議を行ってきました。調査員会では，１ 

市１町の教員１２１名が集まり，公正かつ適正な調査研究を非公開で実施 

しました。７月１５日，１６日には，第２回採択協議会が行われたところ 

です。 

ありがとうございました。 

ここから，採択のための審議に入ります。これより非公開になります。 

関係者以外の方は退席願います。 

・・・・（非公開の審議の開始）・・・・。 

これから種目ごとに，順次，審議を進めてまいります。 

 教育長より小・中学校において平成２８年度から使用する教科用図書及び小・

中の特別支援学級で使用する教科用図書の選定された図書名と選定された理由

について，説明をして下さい。 

 内容詳細は，指導主事より説明させます。 

 では、平成２８年度使用中学校教科用図書からお願いします。 

【国語】 

まず「国語」について説明願います。 

それでは，各教科で選定された教科書とその理由をご説明いたします。 

7ページをお開き下さい。 

 資料２－① により，国語について説明 
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【書写】 

 次に，「書写」について説明願います。 

資料２－② により，書写について説明 

【地理】 

次に，「地理」について説明願います。 

 資料２－③ により，地理について説明 

【歴史】 

次に，「歴史」について説明願います。 

 資料２－④ により，歴史について説明 

【公民】 

次に，「公民」について説明願います。 

 資料２－⑤ により，公民について説明 

【地図】 

次に，「地図」について説明願います。 

 資料２－⑥ により，地図について説明 

【数学】 

次に，「数学」について説明願います。 

 資料２－⑦ により，数学について説明 

【理科】 

次に，「理科」について説明願います。 

 資料２－⑧ により，中学校教科用図書の理科について説明 

【音楽（一般）及び音楽（器楽合奏）】 

次に，「音楽一般及び器楽合奏」について説明願います。 

資料２－⑨，２－⑩ により，音楽（一般）及び音楽（器楽合奏） 

について説明 

【美術】 

次に，「美術」について説明願います。 

 資料２－⑪ により，美術について説明 

【保健体育】 

次に，「保健体育」について説明願います。 

 資料２－⑫ により，保健体育について説明 

【技術】 

次に，「技術」について説明願います。 

 資料２－⑬ により，技術について説明 

【家庭】 

次に，「家庭」について説明願います。 

 資料２－⑭ により，家庭について説明 

【英語】 

次に，「英語」について説明願います。 

 資料２－⑮ により，英語について説明 
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各教科について説明がありましたが，ご質疑等ございますか。 

（質疑等無し） 

それでは，教科書の閲覧をお願いします。 

（教科書閲覧 ２０分間） 

 

ただいま，教科書の閲覧をしていただきましたが，ご質疑等ございますか。 

選ばれた教科書については、興味をそそる工夫がなされ、納得できる内容でし

た。 

 調査に携われた方々の労をねぎらいたいと思います。 

（その他，質疑無し） 

それでは，「国語」については， 

「東京書籍」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは，国語は「東京書籍」を採択いたします。 

「書写」については， 

「教育出版」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは，書写については「教育出版」を採択いたします。 

｢地理｣については， 

「東京書籍」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「東京書籍」を採択いたします。 

｢歴史｣については， 

「帝国書院」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「帝国書院」を採択いたします。 

｢公民｣については， 

「帝国書院」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「帝国書院」を採択いたします。 

｢地図｣については， 

「帝国書院」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「帝国書院」を採択いたします。 

｢数学｣については， 

「東京書籍」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「東京書籍」を採択いたします。 

｢理科｣については， 

「啓林館」を採択することとして，よろしいでしょうか。 
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（全員了承） 

それでは「啓林館」を採択いたします。 

｢音楽（一般）｣については， 

「教育芸術社」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「教育芸術社」を採択いたします。 

 ｢音楽（器楽合奏）｣については， 

「教育芸術社」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「教育芸術社」を採択いたします。 

｢美術｣については， 

「開隆堂」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「開隆堂」を採択いたします。 

｢保健体育｣については 

「学研教育みらい」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは，「学研教育みらい」を採択いたします。 

｢技術｣については， 

「東京書籍」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「東京書籍」を採択いたします。 

｢家庭｣については， 

「開隆堂」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「開隆堂」を採択いたします。 

｢英語｣については， 

「開隆堂」を採択することとして，よろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは「開隆堂」を採択いたします。 

｢中学校教科用図書｣については，以上で終了します。 

次に，平成２８年度使用小学校教科用図書の採択をおこないます。 

採択についての説明をお願いします。 

（平成２８年度使用小学校教科用図書の採択について， 資料３ により 

説明）２２ページをご覧ください。平成２６年度に採択され，本年度より本町

で使用している小学校教科用図書は，資料３のとおりです。小学校教科用図書

につきましては，４年に一度の採択替えになりますので平成２７年度と同一の

ものとなります。 

ご質疑等ございますか。 

（質疑無し） 
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それでは，資料３に示されている教科書を本町教育委員会として採択するこ

ととしてよろしいでしょうか。 

（全員了承） 

それでは資料３に示されている教科書を採択いたします。 

続きまして,  

「平成 28年度使用特別支援学級用教科用図書のうち附則９条図書の採択」を

行います。 

はじめに特別支援学級用教科用図書の採択について説明願います。 

 資料４ により，特別支援学級用教科用図書の採択について説明 

特別支援学級で使用することのできる教科用図書は３種類あります。 

１つめは，文部科学大臣の検定を経た教科用図書で「検定本」と呼ばれ，通常

の学級で使用するものと同じです。２つめは，文部科学省が著作の名義を有す

る教科用図書「著作本」で通称「星本」と呼ばれております。主に特別支援学

校で使用している教科用図書です。３つめは，学校教育法附則第９条に規定さ

れている図書で「附則９条図書」と呼ばれております。 

河内採択地区では，昨年度小学校特別支援学級用の教科用図書の採択替えがあ

り，本年度は中学校の平成２８年度使用教科用図書の採択替えの年となりま

す。 

それではまず，「小学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書」について，

審議いたします。説明をお願いします。 

 資料５-① により，「小学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書」につ

いて説明  ２５ページをお開き下さい。 

ご質疑等ございますか。 

(質疑無し) 

つづきまして，「中学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書」について審

議いたします。説明をお願いします。 

 資料５-② により，「中学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書」につ

いて説明 

 ２６・２７ページをお開き下さい。 

ご質疑等ございますか。 

（質疑無し） 

それでは，小・中学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書の閲覧をお願いし

ます。 

（図書閲覧 １０分間） 

ただいま，図書の閲覧をしていただきましたが，ご質疑等ございますか。 

副教材として、上手く活用していただきたいと思います。 

それでは，「小学校特別支援学級 学校教育法附則９条図書」については， 

「いちばんわかりやすい 小学生のための学習日本地図帳」 

「子ども図鑑プレ NEO 楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑」 

を採択することとして，よろしいでしょうか。 
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（全員了承） 

それでは，  

「いちばんわかりやすい 小学生のための学習日本地図帳」 

「子ども図鑑プレ NEO 楽しく遊ぶ学ぶせいかつの図鑑」 

を採択いたします。 

次に，中学校特別支援学級教科用図書については， 

「くらしに役立つ国語」 

「くらしに役立つ社会」                 

「読んで見て楽しむ日本地図帳 増補改訂版」 

「くらしに役立つ数学」                

「くらしに役立つ理科」 

「自立生活ハンドブック４ からだ！！げんき！？」 

「くらしに役立つ保健体育」 

「くらしに役立つ家庭」                

「まんぷくりょうり＆かんたんおやつ」 

「親子であそぶ はじめてのえいご絵辞典」 

を採択することとして，いかがでしょうか。 

（全員了承） 

それでは，先ほどお伝えいたしました，「くらしに役立つ国語」ほか九冊を採

択いたします。 

続きまして， 

「平成２８年度使用特別支援学級用教科用図書のうち検定本及び著作本の採

択」について審議いたします。説明をお願いします。 

 資料６  資料７ により，小・中学校特別支援学級教科用図書のうち，検定

本及び著作本について説明 

 ご質疑等ございますか。 

（質疑無し） 

それでは，資料６及び資料７に示されている教科用図書を本町教育委員会と

して採択することとしてよろしいでしょうか。 

（全員了承） 

 それでは，平成２８年度に使用する小・中学校特別支援学級教科用図書のうち

検定本及び著作本については，現在使用しているものと同一のものを採択いた

します。 

以上で平成２８年度使用上三川町立小・中学校教科用図書の採択に係る審議を

終了いたします。委員の皆様，御協力ありがとうございました。 

      

以 下 余 白 

 

 

 



  以上、会議の内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

      平成 ２７年  ８月 ２５日 

  (委   員) 

 

   (委   員) 

 

        (作成職員)  鶴 見 勉 

 


